
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三
条

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

病
院
、
診
療
所
又
は
助
産
所
の
開
設
の
許
可
を
受
け
た
者
が
、
令
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一
〜
四

（
略
）

五

分
娩べ
ん

を
取
り
扱
う
助
産
所
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
医
師
（
以
下「
嘱
託
医
師
」と
い
う
。）

の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
医
師
に
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）又
は
同
条
第
二
項
の
病
院
又
は

診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
診
療
科
名
中
に
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
有
す
る
旨
の

書
類
及
び
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
嘱
託
を
行
つ
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
。）並
び
に
同
条
第
三
項
の
嘱
託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
嘱

託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）

五

分
娩
を
取
り
扱
う
助
産
所
に
つ
い
て
は
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
医
師
（
以
下「
嘱
託
医
師
」と
い
う
。）

の
住
所
及
び
氏
名
（
当
該
医
師
に
嘱
託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）又
は
同
条
第
二
項
の
病
院
又
は

診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
が
診
療
科
名
中
に
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
有
す
る
旨
の

書
類
及
び
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
対
し
、
同
項
に
規
定
す
る
嘱
託
を
行
つ
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ

と
。）並
び
に
同
条
第
三
項
の
嘱
託
す
る
病
院
又
は
診
療
所
の
住
所
及
び
名
称
（
当
該
病
院
又
は
診
療
所
に
嘱

託
し
た
旨
の
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
。）

２

（
略
）

２

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
九
号

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
及
び
良
質
な
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
医
療
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
四
号
）
附
則
第
十
条
の
三
第

四
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠





第
十
五
条
の
二

分
娩べ
ん

を
取
り
扱
う
助
産
所
の
開
設
者
は
、
分
娩べ
ん

時
等
の
異
常
に
対
応
す
る
た
め
、
法
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
担
当
す
る
医
師
を
嘱
託
医
師
と
し
て

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
の
二

分
娩
を
取
り
扱
う
助
産
所
の
開
設
者
は
、
分
娩
時
等
の
異
常
に
対
応
す
る
た
め
、
法
第
十
九
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
産
科
又
は
産
婦
人
科
を
担
当
す
る
医
師
を
嘱
託
医
師
と
し
て

定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

（
社
会
医
療
法
人
の
認
定
要
件
）

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
五
の
三

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
公
的
な
運
営
に
関
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の

基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場

合
を
い
う
。）の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社
会

保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準

に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康

増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
い

う
。
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療

及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩べ
ん

に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る

収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
収
入
金
額
を
除

く
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に

係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
第
六
条
に
規
定
す
る
介
護
給
付
費
、
特
例
介
護
給
付
費
、
訓
練
等
給
付
費
、
特
例
訓
練
等
給
付
費
、

特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
特
例
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
、
地
域
相
談
支
援
給
付
費
、
特
例
地
域
相
談

支
援
給
付
費
、
計
画
相
談
支
援
給
付
費
、特
例
計
画
相
談
支
援
給
付
費
及
び
基
準
該
当
療
養
介
護
医
療
費
、

同
法
第
七
十
七
条
及
び
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
地
域
生
活
支
援
事
業
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
に
規
定
す
る
障
害
児
通
所
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定

す
る
障
害
児
入
所
給
付
費
、
同
法
第
二
十
四
条
の
七
に
規
定
す
る
特
定
入
所
障
害
児
食
費
等
給
付
費
並
び

に
同
法
第
二
十
四
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
給
付
費
及
び
特
例
障
害
児
相
談
支
援
給
付

費
に
係
る
収
入
金
額
（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
「
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る

収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ

社
会
保
険
診
療
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規

定
す
る
社
会
保
険
診
療
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
に
係
る
患
者
の
診
療
報
酬
（
当
該
診
療
報
酬
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の

基
準
に
よ
つ
て
い
る
場
合
又
は
当
該
診
療
報
酬
が
少
額
（
全
収
入
金
額
の
お
お
む
ね
百
分
の
十
以
下
の
場

合
を
い
う
。）の
場
合
に
限
る
。）を
含
む
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
社
会

保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
健
康
増
進
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
第
六
条
各
号

に
掲
げ
る
健
康
増
進
事
業
実
施
者
が
行
う
同
法
第
四
条
に
規
定
す
る
健
康
増
進
事
業
（
健
康
診
査
に
係
る

も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
（
当
該
収
入
金
額
が
社
会
保
険
診
療
報
酬
と
同
一
の
基
準

に
よ
り
計
算
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
健
康

増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）、
予
防
接
種
（
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
定
期
の
予
防
接
種
等
そ
の
他
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
予
防
接
種
を
い

う
。
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
収
入
金
額
、
助
産
（
社
会
保
険
診
療

及
び
健
康
増
進
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。）に
係
る
収
入
金
額
（
一
の
分
娩
に
係
る
助
産
に
係
る
収
入
金

額
が
五
十
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
五
十
万
円
を
限
度
と
す
る
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ

に
お
い
て
単
に
「
助
産
に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係

る
収
入
金
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
を

除
く
。）（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
二
号
イ
に
お
い
て
単
に
「
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付

に
係
る
収
入
金
額
」
と
い
う
。）の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ハ
・
ニ

（
略
）

ハ
・
ニ

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報 



（
実
施
計
画
の
様
式
）

（
実
施
計
画
の
様
式
）

第
三
十
条
の
三
十
六
の
三

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の

二
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
六
の
三

法
第
四
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
計
画
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の

三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
）

（
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
）

第
三
十
条
の
三
十
六
の
九

令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を

記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
三
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
条
の
三
十
六
の
九

令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
実
施
計
画
の
実
施
状
況
を

記
載
し
た
書
類
等
の
提
出
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
請
に
係
る
様
式
）

（
医
療
連
携
推
進
認
定
の
申
請
に
係
る
様
式
）

第
三
十
九
条
の
四

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
認
定
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進

認
定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
の
四
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
三
十
九
条
の
四

法
第
七
十
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
医
療
連
携
推
進
認
定
（
以
下
単
に
「
医
療
連
携
推
進

認
定
」
と
い
う
。）の
申
請
は
、
別
記
様
式
第
一
の
五
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

（
運
営
に
関
す
る
要
件
）

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
五
十
七
条
の
二

平
成
十
八
年
改
正
法
附
則
第
十
条
の
三
第
四
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

二

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
事
業
に
つ
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額
、

助
産
に
係
る
収
入
金
額
、
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
及
び
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
全
収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

イ

社
会
保
険
診
療
に
係
る
収
入
金
額
、
健
康
増
進
事
業
に
係
る
収
入
金
額
、予
防
接
種
に
係
る
収
入
金
額
、

助
産
に
係
る
収
入
金
額
及
び
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
保
険
給
付
に
係
る
収
入
金
額
の
合
計
額
が
、
全

収
入
金
額
の
百
分
の
八
十
を
超
え
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

２

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に

終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次

に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
格
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

に
、
純
資
産
の
額
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

２

前
項
第
一
号
ニ
に
規
定
す
る
遊
休
財
産
額
は
、
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
業
務
の
た
め
に
現
に
使
用
さ
れ

て
お
ら
ず
、
か
つ
、
引
き
続
き
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
な
い
財
産
の
価
額
の
合
計
額
と
し
て
、
直
近
に

終
了
し
た
会
計
年
度
の
貸
借
対
照
表
に
計
上
す
る
当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
の
保
有
す
る
資
産
の
総
額
か
ら
次

に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
保
有
す
る
資
産
の
明
細
表
に
記
載
さ
れ
た
も
の
の
帳
簿
価
格
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額

に
、
純
資
産
の
額
の
資
産
の
総
額
に
対
す
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
、
介
護
老
人
保
健
施
設
又
は
介
護
医
療
院
の
業
務

の
用
に
供
す
る
財
産

一

当
該
経
過
措
置
医
療
法
人
が
開
設
す
る
病
院
、
診
療
所
又
は
介
護
老
人
保
健
施
設
の
業
務
の
用
に
供
す
る

財
産

二
〜
五

（
略
）

二
〜
五

（
略
）

別
表
第
一
中
「
分
娩
取
扱
数
」
を
「
分
娩べ
ん

取
扱
数
」
に
改
め
る
。

平成年月日 金曜日 (号外特第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
施
行
規
則
第
三
十
条
の
三
十
五
の
三
及
び
第
五
十
七
条
の
二
の
規
定
は
、
医
療
法
人
の
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
始
ま
る
会
計
年
度
に
つ
い
て
適
用
し
、
医
療
法
人
の
同
日
前
に
始
ま
る
会

計
年
度
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。




